
別紙１

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

250,794,278 0 0 250,794,278
724,981,366 1,390,000 33,393,867 692,977,499
975,775,644 1,390,000 33,393,867 943,771,777

　　　当共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している。

計算書類に対する注記（法人全体用）

１．継続事業の前提に関する注記

該当なし

２．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法                                                                
　　　該当なし                           
（２）固定資産の減価償却の方法                                                                      
　　・建物、構築物、車両及び運搬具並びに器具及び備品－定額法
　　・ソフトウェア－定額法
（３）引当金の計上基準                                                                              
　　・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する民間社会福祉施設職員退職手

（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

　　・賞与引当金－翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を賞与引当金
　　　に計上している。

３．重要な会計方針の変更

該当なし

４．法人で採用する退職給付制度

（１）独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度					
（２）高知県社会福祉協議会の民間社会福祉施設職員退職手当共済事業による退職給付制度

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

　当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。                                    
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）               
（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）                 

　　　当法人は、拠点区分が1つであるため作成していない。
（４）公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）	
　　　当法人は、公益事業を行っていないため作成していない。    
（５）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式） 
　　　当法人は、拠点区分が1つであるため作成していない。

（単位：円）

（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容                                                  
　　　ア　くすのき園拠点区分（社会福祉事業）						
　　　　・「法人本部」						
　　　　・「生活介護事業」						
　　　　・「相談支援受託事業」						
　　　　・「短期入所事業」						
　　　　・「共同生活援助・介護事業サービス」						
　　　イ　不動産賃貸業拠点区分（収益事業）						
　　　　・「相談支援センター（賃貸）」						

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

基本財産の種類

土地
建物

合　　計

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし



取得価額 減価償却累計額 当期末残高

809,586,045 116,608,546 692,977,499
809,586,045 116,608,546 692,977,499

667,395,644 364,627,770 302,767,874
75,836,452 29,038,443 46,798,009
10,001,879 9,391,301 610,578
82,118,565 42,300,178 39,818,387

835,352,540 445,357,692 389,994,848
1,644,938,585 561,966,238 1,082,972,347

債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

46,077,219 0 46,077,219
46,077,219 0 46,077,219

　　　　　　　 計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 681,260,744円 				

８．担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。                                 
　　　　　　　建物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 459,782,367円				
	              土地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 221,478,377円 			
　　        ――――――――――――――――――――――――――――――――― 			　　

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

										
担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。                   				
				
						
　　　　　　  1年以内返済予定設備資金借入金　　　　　　　　　　　 19,428,000円			　　	
　　　       （独立行政法人　福祉医療機構）　　　　　　　　　　　　　					
	　            設備資金借入金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 304,372,000円			　　
　　　　　　 （独立行政法人　福祉医療機構）　　　　　　　　　　　　　 					
　　　      ――――――――――――――――――――――――――――――――― 				
　　　　　        計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 323,800,000円 			

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

合　　計

（単位：円）

基本財産
建物

小　　計
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品

小　　計

１３．重要な偶発債務

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

事業未収金
合　　計

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１２．関連当事者との取引の内容

該当なし

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

（１）収益事業より生じた収入は、期末に全額社会福祉事業へ繰入れております。			


